入所条件用（育休復帰／就労・就学開始）

申　立　書
　　　　　　　福祉事務所長　様

保育所等の利用が内定した場合、利用開始月の翌月１４日（休業日の場合は翌営業日）までに必ず、
【該当するものに✓】

□　育児休業取得時の職場に復帰
　　※育児休業からの復帰に伴う加点は、最初の利用調整から１年後の利用調整までです。

□　就労を開始

□　就学を開始
します。
　
状況が変わった場合は、速やかに区役所保健福祉課に届け出ます。
　上記の条件を満たしていないことが判明した場合は、退所（園）となっても異議を申し立てません。
上記のとおり相違ないことを申し立てます。

令和　　年　　月　　日
住　　所　　北九州市　　　　区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※自署の場合は押印不要
※必要に応じて復職日や就労（就学）開始日が確認できる就労証明書等の提出を求める
場合があります。









